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被申立人 東京電力株式会社

平成24年5月16日

原子力韻事藩侯弼 僻 センター 御中

被申立人代理人 絹 士 ~~ . __

表記条件について､平成24年5月10日に和解案金額一変をご提示いただいておりま

すが､以下の点について見直し願います,

1 芸警tyL(T ､て ､-A-ふ 干り鯛 )のとおり､鐘 準.

港亨こおいてT3=J･*成虫3年 3月rl'かこ発生した京北地方太平洋沖地震による大帝波

により､漁港施設が広範囲に被災しており.､平痔においても壊内地側に海水が睦入し､

搬 する.増 碩 設及潤 後離 散 な被警 与えており 聾 酪 酸 轟 如 お
いて土木業者との間で､･着工を平鹿23年5月2日､完成を同年8月31日とする大

鮎 のう工､航路泊地解 物除去､- ■ 顛 敬 の工事が触 れていると去
れていますE,

このような状況について､申立人から按口頭審理に率いても観明がなされていない

中で､琴申臥 F-i!- のホームページを幸平 りに平成23年6月1日から

『 『 胃 の廟 韓 を再臥 ている羊となどから､早くても5月まで桔地震､浄
波による影響が事業の再開を阻んでいたことが認められると主張していたが､今般､

乙3の情報を得ましたので､客観性､公平の観点から始期の見直しをお腐いします｡

具体的に杜､褒時点における情報から柱少なくとも8月末日まで恥 地震､津波に

よる影響が草葉の再開を阻んでいたことが思められるもの･として､静供対象期間の始

期としては平成23年9月1日以降と考えますD

2 終期について

終期にちいて按､平成23年11月宋目方平 成24年2月末日のいずれかでお掛 ,I

したいと考えます｡

以上
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平成幻 年 3月王1日に発 生した菜 食地 方太柵 飽蘇虹より､多くの土ホ港

辞独唱 失恋坂寄 を糞 辞て 由

-･!一韓に大酵蛭琴よ臥
亀もiても用地内に涛水
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平鹿喪年8月11日把発生tJた東故鞄労太平浮沖飽桑により､多くの土未施

掛正大津浪転よ■り

随意契約理由車

こあた臥 当鞘所から費 盛 宴 轟 か畠臥 漆現状軒を馳打払 PC上蔀二五
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集167条の2第1墳集各号及
紅基づき単独紀より駈意襲滴を敦L,たい｡
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被申立人 東京電力練武会社J

平成24年 6月'1日

原子力損害臨償紛争廃決センター 御中 ,

御 立{竺 弁酪 - ～

る誓書 講 義 ･無 蓋 芸芸<鮭

妨げるほどのもので無かったとのご観明のよ

しかしながら,乙4の.とおり,大津波によ--:I---~- i-においても ,r沖防波亀 岸壁が被

災し,通常の状態においでも海水が用地内に侵入/し,疲災施設の増破および背後地に新た

な被事を与える疲れがある｡J ｢外郭施艶 岸壁,道路等が壊歯的な被毎を受けた鈍 被

災地復興由ために姥物流機能の正常化が不可欠であり,早勘に溶韓施設を復旧する必要が

ある.Jと記載されていることから甚大な被春を受けていることは明らかやす..

そして,乙4によれば,上記被災による工事の完成時期は平成23年

成24年 1_0月5日とされていることから･･t o釣｡船の営業盛長 野
:L-I;:

26日,辛

であるなら.

揺,地象 轟痕による野饗がJ- 釣｡船客栄の繭 を阻んでいたものと考えるq,畢妥当･

と思料いたします｡

r

以上
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別紙3

__ ･- ___ _ _平成 24年6月 7日 木曜日

FAX連絡書
To.

From.

原子力凍害桝 センター 原子力猿害劇 醜 嘩潮解仲介室

〒1仙 萄 替

全枚数 (木裏を含む)■:- 1 放

言讐 三 ihBB (克)叫 ■ 早

坂申立人 東京電力株式会社

標記の事件 (以下 ｢本件｣)について､仲介委員の指示によりご連絡します｡

平成24年 6月1日付回答番等を当仲介パネル

面等のみからは､申立人が､平成23年 6月以

受領し､検討しましたが､本尊

を使用できなかったとの心証

はとれず､有効な反論ではないと思科します｡よって､当仲介パネルの和解条は変更:

しません｡

本件については､和解案の環示を行い､すでにその回答期限である5月23日を大

幅に渡過しております. -

つきましては､被申立人においては､提示'した和解秦の受諾の可香について早急に

回答ください｡

なお､畢近､伸介パネルが提示した和解秦についての回答期限の渡過が他事件にお

いても複数みられるようになり､当センターとしては大いに憂慮しているところですB

本件につい亨も､上記類型に該当する事件として当センターにおY､て報告済みですの

で､ご留意ぐださい｡

以上
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平成 24年 6月 20日水曜日

FAX連絡書
To.1

が i^代臥 弁慎土 __~~~]~｣ -FAjl∴ "『 ~ ~~ 二
Froth.

原子力損宥貯鮮脚 牢決センター:原子力壌奮賠償紛争和解伸介室

〒105-0004東弼 硝 率斯様1如 '(CoⅠ新確ビ/レ3F)

〕 二二 _ __∴ :T_L_要 指 連 署 _

全枚数 (本貢を含む) : 1 枚

事件番号●平d }匝 蘭 司 { k

申 立 人 .■ -
吸申立人 東京電力株式会社

襟記の事件 (以下 ｢本件｣)について､仲介委員の指示によりご連絡します｡

被申立人の希望により､先日申立人から､申立人が使用する予定であった釣り船の

写真が証拠として提出されておりますが､仲介委員から堤示した和解秦の検討状況は

いかがでしょうかb

すゝやに和解秦提示 (5月23日)から1ケ月近くが経過しておりますので､早急に

ご回答ください.

以上
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披申立人 .勅 鴫 社 .

原子力痕紳 ンター●

ご迫撃 - ･溺査官 鹿

フナ'クス二二~~ ｢

別紙5

平成24年6月20日

表記顔件について､以下のとおり胃弱轍 ､ます｡

当町 やJB - 漁網 泊され刊 ､る叶坤 桓 湾撃 掲 所二 二二 ･二

二 一 ｢ に無電し､開き馴 締 ったところ､Bj下の回答を符号し払

･･良 に叫 - あり､う嘱 - 一 - ､誓 - ていない｡

･ 雀旧し血 埠酢 ついて臥 常軌 石炭を温諒始について臥 庵 耕 川場 用を

罪めているが､その他の船の牧用披静めてい勧 ｡ヽ

･ 釣り船轡 船が- しているとすれ臥 おそらく披郎 大きかっ膚 ■ から-
されたものだと思うが､使用を温め8.もので綾なく停鞄を柵 しているものである｡･

以上の改葬で参り､当職の電探 取の限りで牡､血 港披未だ使用ができない状鴇と 思

われます｡

なお､上記絵当職の聴取の懸絶であるため､益浮を苑するた削こ､調査官においても嶋

}匪事細 砂 弼 噺 に直接コ街軌､ただければと存じます｡

以上



（全部）和解契約書 
 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）において、申立人Ｘ（以下「申立人」という。）と被申立人        

東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 
第１ 和解の範囲 
  申立人と被申立人は、本件に関し、次の損害項目について和解することと

し、それ以外の点について、本和解の効力は及ばないことを確認する。 
      期  間 自 平成２３年３月１１日 
           至 平成２４年１月３１日 
      損害項目 就労不能損害 
第２ 和解金額 
  被申立人は、申立人に対し、第１項所定の損害項目及び期間に対する和解

金として金１６０万円の支払義務があることを認める。 
第３ 支払方法 
  （省略） 
第４ 清算 

本件に関し、申立人と被申立人は、本和解契約書に定めるもののほか、当

事者間に何らの債権債務のないことを相互に確認する。 
第５ 手続費用 
  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 

本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人及び被申

立人が署名（記名）押印の上、各自１通を保有するものとする。また、被申

立人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交

付する。 
平成２４年７月３０日 
 
 
（仲介委員 森 哲也） 

t-kaneko
タイプライターテキスト
別紙６




